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                                                                  〔新たな行動計画第２・２・⑦〕

連携

厚生労働省
協力雇用主を支援す
る民間法人　等

　　　　　　　　　　　　　　 　　  ・福祉サービス受給や地域生活定着
　　　　　　　　　　　　　　   支援に向けた支援
　　　　　　　　　　　　　　  ・更生保護施設への受入れ促進
　　　　　　　　　　　　　　　 　〔新たな行動計画　第２・２・③〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　 による社会復帰支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　  　　  　　〔新たな行動計画　第２・２・⑥〕

　　　　　　　　　　　　　　　　  ・刑務所出所者等の就労先の確保
　　　　　　　　　　　　　　　 　〔新たな行動計画　第２・２・④〕
　　　　　　　　　　　　　　  ・入所中から出所後まで一貫した
　　　　　　　　　　　　　　  　就労支援の実施
　　　　　　　　　　　　　　 　　〔新たな行動計画　第２・２・⑤〕
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自立更生促進センター
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①　刑務所出所者等の社会復帰支援

再 犯 防 止 施 策 の 現 状 と 課 題

刑 務 所 出 所 者 等 の 円 滑 な 社 会 復 帰 を 実 現 す る た め ，
各 種 支 援 を 中 心 と し た 再 犯 防 止 施 策 の 充 実 ・ 強 化 が 必 要

再 犯 者 の 現 状

刑務所出所者等が抱える課題

　全犯罪者の約３割を占める再犯者が，全体の約６割の犯罪を起こしている。

再犯の防止が治安再生の大きな柱

（注）　平成１９年犯罪白書による

②　再犯防止のための処遇の充実・強化等

○受刑者の刑務所における取組への要望をみると，出所後の社会復帰・生活の安定に向けた取組が上位を占める

○受刑者に対する釈放時アンケート調査結果（平成１９年度分）
　　「出所後の生活のために刑務所でしてほしいこと」について
　　・社会復帰に必要な知識・技術の教育　　32.4％
　　・職業訓練　　　　　　　　　　　　　　26.1％
　　・就職先のあっせん　　　　　　　　　　25.5％
　　・自分で勉強できる時間の増加　　　　　20.5％
　　・再犯しないための特別教育　　　　　　11.4％
　　・帰住先（引受人）選定に必要な調整　　 8.3％
　　・職員による面接指導・身上相談　　　　 8.2％ （注）法務省調査による

自立更生
のための
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新たな行動計画における取組

社会復帰支援を
総合的に推進

【矯正施設における受刑者等の問題性に応じた改善指導・矯正教育等の強化】　〔新たな行動計画 第２・２・①〕

【保護観察における処遇の充実強化】　 〔新たな行動計画 第２・２・⑧〕

関係行政機関相互間における情報共有・連絡調整を図るための枠組みの設置


